
大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号。以下「法」という。）第７条

第１項に規定する汚染除去等計画に基づく汚染の除去等の措置を講ずる者に対し助成を

行うことにより、市民の健康の保護を図ることを目的とする。  

 

（通則） 

第２ 大阪市土壌汚染対策事業助成金（以下「助成金」という。）の交付については、大阪

市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号）及び法の定めるところによるほか、

この要綱の定めるところによる。 

  

（定義） 

第３ この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

（１）汚染の除去等の措置 法第２条第１項の特定有害物質による汚染の除去、当該汚染

の拡散の防止その他必要な措置をいう。 

（２）助成対象者 法第７条第１項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを提出す

べきことを市長に指示された者（当該土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。）で

あって、平成 16 年１月 30 日環境省告示第４号（以下「負担能力告示」という。）に定

める負担能力に関する基準に適合する者をいう。 

  

（助成対象事業） 

第４ 助成金の交付の対象となる事業は、法第７条第１項第１号の規定に基づき市長によ

り示された汚染の除去等の措置（以下「指示措置」という。）及びこれと同等以上の効果

を有すると認められる汚染の除去等の措置のうち、助成対象者が講じようとする措置（以

下「実施措置」という。）とする。 

  

（助成金の交付及び額等） 

第５ 市長は、法第７条第１項の規定に基づき汚染除去等計画を作成し、これを提出すべき

ことを指示した場合に必要と認めるときは、予算の範囲内で助成金を交付することがで

きる。 

２ 助成金の額は、実施措置に要する費用（以下「交付対象経費」という。）の額の４分の

３以内の額とする。 

３ ２に規定する交付対象経費の額は、次に掲げる助成対象者の区分に応じ、それぞれに定

める額とする。 

（１）個人（事業を行う個人を除く。） 次に掲げる助成対象者の助成金の交付を受けよ



うとする前年の所得の額（負担能力告示第１号イに規定する所得の額をいう。以下同

じ。）に応じ、それぞれに定める額 

ア 2000 万円未満 

 実施措置のために必要な本工事費、付帯工事費、土地借料及び補償費並びに調査費

で別表に定めるもの（以下「事業費」という。）を合算する方法により得られる額（以

下「総事業費」という。） 

イ 2000 万円以上 3000 万円未満 

 総事業費から、助成対象者の所得の額に２分の３を乗じ 3000 万円を差し引いた額

を差し引く方法により得られる額 

ウ 3000 万円以上 

 総事業費から、助成対象者の所得の額に２分の１を乗じた額を差し引く方法によ

り得られる額 

（２）事業を行う個人及び法人 総事業費 

  

（汚染の除去等の措置の内容の調整） 

第６ 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が法第７条第

１項の規定による汚染除去等計画の提出の指示を発出する前に、当該申請者が実施措置

の内容について市長に説明し、必要な指示を受け、又は了解を得なければならない。 

２ 申請者が市長に１に規定する説明を行うにあたり提出する書類については第７・１の

規定を準用するものとする。この場合において、実施措置に必要な見積については、２社

以上の工事業者に求めた見積書その他講じようとする工事内容及び費用の妥当性につい

て市長が検討する上で必要となる資料を添付するものとする。ただし、申請者が講じよう

としている実施措置の内容が軽微であることその他の事由により、市長が複数社の見積

の提出を要しないと判断した場合、その他市長が申請者に指示を行った場合に申請者が

その指示に従った場合はこの限りではない。 

３ 申請者は、１の了解を得ることなくして第７・１の申請を行うことはできない。 

  

（交付の申請等） 

第７ 申請者は、実施措置に係る工事に着手する前に、交付申請書（第１号様式）に次に

掲げる事項を記載した書類を添付し、市長に提出するものとする。 

（１）事案の概要 

（２）実施措置の内容及び実施予定時期（汚染除去等計画書） 

（３）交付申請額算出根拠 

（４）当該実施措置の費用概算見積 

（５）その他当該実施措置に関し必要な事項 

（６）その他市長が必要と認める事項 



２ 申請者が、前項の交付の申請を取下げるときは、交付申請取下げ書（第２号様式）を

市長に提出するものとする。 

  

（交付決定の通知） 

第８ 市長は、第７・１の規定による申請書を受理した場合において、当該申請書を審査し、

助成金を交付することが適当と判断したときは助成の決定をし、その決定の内容及びこ

れに条件を付した場合にはその条件を、交付決定通知書（第３号様式）により申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、第７・１の規定による申請書を受理した場合において、当該申請書を審査

し、助成金を交付しないと決定をした場合は、その理由を付して、不交付決定通知書

（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

  

（交付条件） 

第９ 市長は、助成金を交付する場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 

（１）助成事業の内容の変更（追加交付申請を含み、次のいずれにも該当する変更を除く。）

をする場合には、市長の承認を受けること。 

ア 助成金の交付額に変更がないこと 

イ 実施措置の内容に変更がないこと 

（２）助成事業に要する経費の配分の変更（別表の第２欄に定める費目及び第３欄に定め

る細分の配分額の 30％以内の変更を除く。）をする場合には、市長の承認を受けること。

ただし、助成事業の内容の変更に伴い経費の配分変更をする場合は、（１）の助成事業

の内容の変更手続によること。 

（３）助成事業を中止し、若しくは廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

また、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった

場合には、速やかに市長に報告すること。 

（４）市長が必要と認めるときは、助成事業の遂行状況その他必要な事項について報告す

ること、又は検査を受けること。 

（５）助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

て証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保存すること。 

（６）助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額報告書（第５号様式）を速やかに提出することにより市長に報告を行うこと。 

 なお、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納

付させることがあること。 

（７）助成事業により取得し、又は効用の増加した財産（助成事業により取得し又は効用

の増加した不動産及びその従物（土地を除く。）並びに価格が 50万円以上の機械及び器



具をいう。以下「取得財産等」という。）については、次の事項を遵守すること。 

ア 取得財産等の種類に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大

蔵省令第 15 号）別表に定める耐用年数を経過するまでは、交付事業財産処分等承認

申請書（第６号様式）を提出し、かつ、市長の承認を受けることなしに、この助成金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならな

いこと。 

イ 市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部の返還を求めることがあること。 

ウ 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図る

ものとすること。 

（８）助成事業に係る土壌汚染を生じさせる行為をした者から汚染の除去等に要した費

用の返還を受けたときは、その額に応じて、助成した額の全部又は一部を返還すること。 

（９）事業完了時において確認を行い、市長に結果を報告すること。この場合、市長より

確認方法が示されているときは、当該方法に従って確認を行うとともに、必要に応じて

市長が行う完了検査を受けること。 

  

（変更等の承認申請） 

第 10 助成金の交付決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）が、第９・（１）から

（３）までの規定により承認を受けようとするときは、交付事業変更（追加変更・中止・

廃止）承認申請書（第７号様式）を、市長に提出して行うものとする。 

  

（実績報告） 

第 11 助成事業者は、当該助成事業を完了したときは、その完了の日（助成事業の中止又

は廃止の承認を受けたときを含む。）から起算して 20 日以内に、事業実績報告書（第８号

様式）に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。 

  

（助成金の額の確定） 

第 12 市長は、第 11 の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、

その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容又はこれに附した条件に適合

すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、交付額確定通知書（第９号様式）

により当該助成事業者に通知する。 

  

（助成金の請求） 

第 13 助成金は、第 12 の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとす

る。ただし、第 14・（１）に規定する経費については、この限りでない。 



２ 助成事業者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、助成金交付請

求書（第 10 号様式）により、市長に請求するものとする。 

  

（概算払） 

第 14 市長は、必要があると認めるときは、次に定めるところにより、助成金の一部につ

いて概算払を行うことができる。 

（１）助成事業者が事業の完了前に、工事の出来形部分（現場に搬入済みの工事材料、設

備機器を含む。）に係る額を支出し、又はすることが明らかである場合において、市長

が必要と認める場合に当該出来形部分に相当する助成金を支払うことにより行うもの

とする。 

（２）（１）の概算払を受けようとする助成事業者は、出来形部分に係る措置の実施報告

書（第 11号様式）を提出し、第 12の規定に準じて市長の額の確定を受けたうえで、第

13・２の規定に準じて助成金の交付の請求を行うものとする。 

  

（交付決定の取消等） 

第 15 市長は、第 10の規定による中止又は廃止の申請があった場合又は次のいずれかに該

当する場合には、交付の決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。この

場合、返還すべき助成金額に交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、期限を定め

て、当該助成金につき年 10．95％の割合で計算した加算金を付して請求するものとする。

なお、期限内に返還すべき助成金に相当する額が納付されない場合は、未納に係る金額に

対して、その未納に係る期間に応じて年利 10．95％の割合で計算した延滞金を徴するも

のとする。 

（１）偽り、その他不正な手段により、助成金の交付を受けた場合 

（２）助成金を助成事業以外の用途に使用した場合 

（３）助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

２ 前項の交付の取消は交付決定取消通知書（第 12 号様式）により、交付の変更は交付決

定変更通知書（第 13 号様式）により通知する。 

  

附 則 

この要綱は、平成 18 年 12 月 28 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

別表（第５関係） 工事費の内訳 

１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内容 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費 

工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入

れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管

料の合計をいう。材料単価については諸種の物

価版、他の類似事業の実績等の単価を参考とし、

事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価

を決定して使用することとする。 

労務費 

本工事に直接必要な労務者に対する賃金であ

り、賃金日額及び歩掛かりについては、類似事業

の実績等を参考とし、事業実施の時期、地域性を

勘案して決定する。 

直接経費 

工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使

用料（契約に基づき使用する特許の使用料及び

派出する技術者等に要する費用）、水道光熱電力

料（工事を施工するのに必要な電力電灯使用料

及び用水使用料）、機械器具損料（工事を施工す

るのに必要な機械の使用に要する経費（材料費、

労務費を除く。）で類似の事業の実績等を参考に

決定する。）をいう。 

（間接工事費） 

共通仮設費 

以下の費用の合計額をいい、類似の事業の実績

等を参考に決定する。 

(１) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移

動に要する費用 

(２) 準備、後片付け整地等に要する費用 

(３) 機械の設置撤去及び仮道敷設現道補修等

に要する費用 

(４) 技術管理に要する費用 

(５) 交通の管理、安全施設に要する費用 

現場管理費 

請負業者が工事を施工するために必要な現場経

費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、

通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の

事業の実績等を参考に決定する。 



一般管理費 

請負業者が工事を施工するために必要な諸給

与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他

に要する費用をいい、類似の事業の実績等を参

考に決定する。 

付帯工事費 

土地造成費 

搬入道路等工事

費、門、囲障等工

事費 

施設整備の付帯工事に要する必要最小限の範囲

で、経費の算定方法は本体工事費に準じて算定

すること。 

土地借料及

び補償費 
  

工事の施工に必要な土地等の借料及び工事の施

工によって損失を受ける者に対する補償に要す

る費用。 

調査費   

工事を施工するために必要な測量等に要する費

用。 

実施措置に係るモニタリングに要する費用。（当

該モニタリングを開始してから１年間（４回）に

要する費用に限る。） 

 



申請者 住   所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

氏   名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）  

電話番号      （     ） 

第１号様式（第７・１関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付申請書 

 

          年  月  日  

 

 大阪市長 様 

 

 

 

 

 

 

 

 標記の助成金の交付を受けたいので、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第７・１の

規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 事案の概要            別紙 1 

 

    注 事案が複数ある場合は、事案毎に申請すること。 

 

２ 実施措置の内容及び実施予定時期等                  別紙２ 

 

    注 汚染除去等計画書を添付すること 

 

３ 交付申請額               円    

    算出根拠        別紙３ 

 

４ 当該実施措置の費用概算見積             別紙４ 

 

 

５ その他当該実施措置に関し必要な事項            別紙５ 



別紙１ 

事 案 の 概 要 

項 目 記載内容 

１ 要措置区域の場所 

住所： 

  

要措置区域公示年月日       年   月   日 

２ 土壌汚染判明時期等 

 

 

 

３ 汚染原因者が不明な

理由、状況等 

 

 

 

４ 助成対象者が負担能

力に関する基準（平成

１６年１月環境省告示

第４号）に定める基準

に適合する理由 

 

 

５ 汚染の状況等 

 

 

 

６ 健康被害が生ずるお

それの状況 

 

 

 

注 １ １項については、住所（地番）および要措置区域公示年月日を記入すること。 

  ２ ２項については、判明年月日と、（ ）書で判明の契機となった事由を簡潔に記入す

ること。汚染の発生時期がわかる場合は、その旨を記入すること。 

  ３ ４項については、次の書類を添付すること。 

・個人（個人事業者を除く。）：前年の源泉徴収票又は確定申告書の写し（退職所

得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得の

金額がある場合等その額を継続的所得金額とする

ことが著しく不適当である場合においては、直前

３年分） 

・事業を行う個人及び法人：前事業年度の貸借対照表 

 



別紙２ 

実施措置の内容、実施予定時期等 

項 目 記載内容 

指示措置の内容 

１ 指示の発出年月日     年   月   日 

 

２ 指示を受けた者 

 

３ 指示の内容（簡潔に） 

 

４ 期限 

 

５ その他 

 

実施措置の内容 

（指示を受けてどのよう

な措置を行おうとしてい

るのか具体的に記入する

こと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 

着手予定       年   月   日 

 

完了予定       年   月   日 

実施措置を選択した理由 
 

 



別紙３ 

交 付 申 請 額 算 出 根 拠 

（単位：円） 

総事業費 交付対象経費 

＝（Ａ） 

 

 

交付申請額 

＝（Ａ）×３／４ 

＝（Ｂ） 

  

 

 

 

注 （Ｂ）の算出結果、１，０００円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。 



別紙４ 

費 用 概 算 見 積 

 

見積総額（総事業費）                 円 

 

事業費内訳 

費用区分 
数量 単価 金額 積算内訳 

区分 費目 細分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

注 １．総事業費の根拠として、工事業者からの費用見積書を添付すること。 

  ２．実施措置が指示措置以外の場合は、指示措置を講ずる場合の見積総額（総事業費）

及び事業費内訳についても別葉で併せて添付すること 

（指示措置による工法が複数ある場合はそれぞれについて作成し添付すること。） 



別紙４－（２） 

年 度 別 所 要 経 費 区 分 

区 分    年度    年度 計 

交付対象経費 

うち当該年度における経費 

 

 

 

 

 

 

  

（年度別の実施措置の内容） 

 

 

 

 

 

 

  

注 １ 実施措置が複数年度に亘る場合に記入すること。 

２ 年度の記入については、右欄の年度は左欄の年度に１年足した年度とすること。 

 



別紙５ 

その他当該実施措置に関し必要な事項 

 

項目 記載内容 

その他当該実施措置に関

し必要な書類 

（別紙１から別紙４の記

載事項以外の事項で必要

な事項があれば記載する

こと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第７・２関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付申請取下げ書 

 

  年  月  日  

 

大阪市長 様 

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日付けで交付申請した土壌汚染対策事業助成金交付事業に係る助成

金について、次の理由により交付申請を取下げたいので、大阪市土壌汚染対策事業助成金交

付要綱第７・２の規定により取下げ書を提出します。 

 

記 

 

取下げの理由 

 

 

 

申請者 住   所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

氏   名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）  

電話番号      （     ） 



第３号様式（第８・１関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付決定通知書 

 

大環境第      号  

  年  月  日  

 

（申請者） 

様 

 

 

大阪市長  

                

 

     年  月  日付けで申請のあった土壌汚染対策事業助成金については、次のと

おり助成金を交付することを決定しましたので、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第

８・１の規定により通知します。 

 

記 

 

 １ 助成金の交付額      金           円 

 

 ２ 交 付 条 件 

 

 



第４号様式（第８・２関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金不交付決定通知書 

 

大環境第      号  

  年  月  日  

 

（申請者） 

様 

 

 

大阪市長  

                

 

     年  月  日付けで申請のあった土壌汚染対策事業助成金交付申請については、

次の理由により助成金を交付しないことを決定しましたので、大阪市土壌汚染対策事業助成

金交付要綱第８・２の規定により通知します。 

 

記 

 

 不交付の理由 

 

 

 



第５号様式（第９・（６）関係） 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

  年  月  日  

 

大阪市長 様 

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日付け    第    号で助成金の交付決定を受けた助成事業

について、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第９・（６）の規定により次のとおり報告

します。 

 

 

１ 土壌汚染対策事業助成金交付要綱に基づく事業実績報告額 

     金           円 

 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除額 

                    金           円 

   

注 別添参考となる書類（２の金額の積算の内訳等） 

申請者 住   所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

氏   名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）  

電話番号      （     ） 



第６号様式（第９・（７）関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付事業財産処分等承認申請書 

 

  年  月  日  

 

大阪市長 様 

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日付け    第    号で助成金の交付決定を受けた助成事業 

により 
取 得 し た 

財産について、下記のとおり処分（使用目的の変更、譲渡、 
効用の増加した 

交換、貸付、担保提供）をしたいので、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第９・（７）・

アの規定により承認を申請します。 

 

記 

 

１ 処分（使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供）をしようとする財産 

（単位：円） 

財産の  

種 類 

財産の 

名 称 
型式 数量 

取得価格 
取得年月日 

残存価格 

単価 金額 単価 金額 

         

         

         

         

         

 

２ 処分（使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供）を必要とする理由及びその方法 

申請者 住   所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

氏   名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）  

電話番号      （     ） 



第７号様式（第１０関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付事業変更（追加変更・中止・廃止）承認申請書 

 

  年  月  日  

 

大阪市長 様 

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日付け    第   号で交付決定のあった土壌汚染対策事業助

成金交付事業に係る助成金を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、大阪市土壌汚染対

策事業助成金交付要綱第１０の規定により承認を申請します。 

 

記 

 

 

１ 変更、中止又は廃止の内容 

               

 

 

 

 

 

２ 変更、中止又は廃止の理由 

 

 

申請者 住   所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

氏   名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）  

電話番号      （     ） 



第８号様式（第１１関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付事業実績報告書 

 

  年  月  日  

 

大阪市長 様 

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日付け    第   号で交付決定を受けた標記事業を完了した

ので、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第１１の規定により関係書類を添えて報告し

ます。 

 

１ 精算金額    金               円 

           （うち消費税相当額           円） 

 

 ２ 交付決定額   金               円 

 

 

（関係書類） 

１ 講じた実施措置の内容及び実施した時期 別紙（１） 

２ 事業精算額調書  別紙（２） 

３ 事業費精算書   別紙（３） 

４ 取得財産等調書  別紙（４） 

５ 措置の工程毎の写真（掘削土壌の搬出先等の現場以外の工程を含む。） 

６ 事業完了時の確認の報告書 

 

申請者 住   所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

氏   名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）  

電話番号      （     ） 



別紙（１） 

講じた実施措置の内容及び実施した時期 

項目 記載内容 

指示措置の内容 

（１） 指示年月日 

               年    月    日 

（２） 指示を受けた者 

 

（３） 指示の内容（申請書別紙２に準じ簡潔に記入） 

 

（４） 期限（措置を講ずべき期限及び計画を提出すべき期限） 

 

助成事業者が講じた実施

措置の内容 

（１）措置内容 

   （講じた実施措置の内容を具体的に記入） 

 

 

 

（２）措置量等 

   （対象土地の面積、除去量等） 

 

 

 

 

 

 

実 施 時 期 
着手       年    月    日 

完了       年    月    日 

実施措置を選択した理由 

 

 



別紙（２） 

事 業 精 算 額 調 書 

（単位：円） 

総事業費 交付対象経費 

＝（Ａ） 

交付精算額 

＝（Ａ）×３

／４ 

＝（Ｂ） 

交付決定額 

（Ｃ） 

概算払受入額

（Ｄ） 

差引過不足額 

（Ｆ）＝ 

（Ｃ）―（Ｄ） 

 

      

 

注 （Ｂ）の算出結果、１，０００円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。 

 

 

 



別紙（３） 

事 業 費 精 算 書 

 

支出済総額（総事業費）              円 

 

事業費内訳 

費用区分 
数量 単価 金額 積算内訳 

区分 費目 細分 

 

 

 

 

 

      

注 総事業費の根拠として、工事契約関係書類の写及び工事業者へ支払った工事費用の領収

書を添付すること。 

   

 

 

 

 

 



別紙（４） 

 

取  得  財  産  等  調  書 

 

                          （単位：円） 

事業 

年度 

財産の

種 類 

財産の 

名 称 
型式 数量 

取得価格 取得 

年月日 

耐用 

年数 
備考 

単価 金額 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産並びに価格が５０万円以上の機械及び

器具について、取得財産等の種類別に記載する。 

 

 

 



第９号様式（第１２関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付額確定通知書 

 

大環境第      号  

  年  月  日  

 

（助成事業者） 

様 

 

 

大阪市長             

 

 

  年  月  日付け    第   号で交付決定した土壌汚染対策事業助成金

については、    年  月  日付けで提出のあった事業実績報告書に基づき、交付額

を金      円に確定したので、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第１２の規定

により通知します。 

 

 

 



第１０号様式（第１３・２関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付請求書 

 

  年  月  日  

 

大阪市長 様 

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日付け    第   号で確定通知のあった土壌汚染対策事業助

成金交付事業に係る助成金として、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第１３・２の規

定により下記の金額を請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額                    円 

               （消費税及び地方消費税相当分を含む。） 

 

        内訳 交 付 決 定 額          円 

           確 定 額          円 

           概算払受入済額          円 

           今 回 請 求 額          円 

           差 引 残 額          円 

 

２ 振込先金融機関及び口座 

受 取 人 住 所  

名義（ふりがな）  

振込先金融機関名  

預 貯 金 種 別  

口 座 番 号  

 

 

申請者 住   所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

氏   名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）  

電話番号      （     ） 



第１１号様式（第１４・（２）関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付事業実績報告書 

（出来形部分に係る措置の実施報告書） 

 

  年  月  日  

 

大阪市長 様 

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日付け    第   号で交付決定を受けた標記事業について、

工事の出来形部分に係る措置の実施を完了したので、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要

綱第１４・（２）の規定により関係書類を添えて報告します。 

 

１ 概算払額     金               円 

           （うち消費税相当額           円） 

 

 ２ 交付決定額    金               円 

 

 

（関係書類） 

１ 出来形部分に係る措置の実施内容及び実施した時期  別紙（１） 

２ 概算払額調書                   別紙（２） 

３ 概算払額内訳明細書                別紙（３） 

４ 取得財産等調書                  別紙（４） 

５ 措置の工程毎の写真（掘削土壌の搬出先等、現場以外の工程を含む。） 

６ 出来形部分に係る措置実施完了時の確認報告書 

 ７ 土壌汚染対策事業助成金交付事業実施計画書（出来形部分に係る措置の実施分を含む。） 

申請者 住   所 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

氏   名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）  

電話番号      （     ） 



別紙（１） 

出来形部分に係る措置の実施内容及び実施した時期 

項目 記載内容 

指示措置の内容 

（１） 指示年月日 

               年    月    日 

（２） 指示を受けた者 

 

（３） 指示の内容（申請書別紙２に準じ簡潔に記入） 

 

（４） 期限（措置を講ずべき期限及び計画を提出すべき期限） 

 

助成事業者が実施した出

来形部分に係る措置の内

容 

（１）措置内容 

   （出来形部分に係る措置の実施内容を具体的に記入） 

 

 

 

（２）措置量等 

   （対象土地の面積、除去量等） 

 

 

 

 

 

 

出来形部分に係る措置の

実施時期 

着手       年    月    日 

完了       年    月    日 

 



別紙（２） 

概 算 払 額 調 書 

（単位：円） 

総事業費 交付対象経費 

＝（Ａ） 

交付精算額 

＝（Ａ）×３

／４ 

＝（Ｂ） 

交付決定額 

（Ｃ） 

概算払額（Ｄ） 差引残額 

（Ｆ）＝ 

（Ｃ）―（Ｄ） 

 

      

 

注 （Ｂ）の算出結果、１，０００円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。 

 

 

 



別紙（３） 

概 算 払 額 内 訳 明 細 書 

 

概算払額                     円 

 

支出済総額（総事業費）              円 

 

概算払額内訳 

費用区分 
数量 単価 金額 積算内訳 

区分 費目 細分 

 

 

 

 

 

      

注 総事業費及び概算払額の根拠として、工事契約関係書類の写及び工事業者へ支払った工

事費用の領収書を添付すること。 

   

 

 

 

 

 



別紙（４） 

 

取  得  財  産  等  調  書 

 

                          （単位：円） 

事業 

年度 

財産の

種 類 

財産の 

名 称 
型式 数量 

取得価格 取得 

年月日 

耐用 

年数 
備考 

単価 金額 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産並びに価格が５０万円以上の機械及び

器具について、取得財産等の種類別に記載する。 

 

 



第１２号様式（第１５・２関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付決定取消通知書 

 

大環境第      号  

  年  月  日  

 

（助成事業者） 

様 

 

 

大阪市長             

 

 

  年  月  日付け    第   号で交付決定した土壌汚染対策事業助成金

について、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第１５・２の規定により次のとおり交付

決定の取消をします。 

 

記 

 

１ 取消の内容 

 

 

 

２ 取消の理由 

 



第１３号様式（第１５・２関係） 

 

土壌汚染対策事業助成金交付決定変更通知書 

 

大環境第      号  

  年  月  日  

 

（助成事業者） 

様 

 

 

大阪市長             

 

 

  年  月  日付け    第   号で交付決定した土壌汚染対策事業助成金

について、大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱第１５・２の規定により次のとおり交付

決定の内容を変更します。 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 


